サークルロッカー継続利用申請について
　学生オフィス（BKC）

サークルロッカーは、立命館大学に正式に登録された課外自主活動団体が、団体の活動状況に応じて、利用することが出来ます。サークルロッカーは1年間の年間貸与とし、継続して利用する場合は、継続利用のための申請が必要となります。

ロッカーは私物化せず、必要なものだけを保管し、整理整頓に努めてください。

ロッカーの鍵は各団体が責任を持って管理してください。未返却・紛失した場合は、団体の弁償となります。


　


サークルロッカー継続利用申請書
団体名　　：
活動拠点　：
団体区分　（ジャンル）学友会・自治会・中央・学術・学芸・体育会・その他

　　　　　（登録区分）公認・同好会・任意・登録・その他（　　　　）

代表者氏名：
連絡先　　：
現在使用しているサークルロッカー
（該当するものに〇印をつけ、ロッカー番号を記入してください）
	場所
	ロッカーサイズ
	番号

	リンクスクエア
	大
	中
	小
	

	セントラルアーク
	特大
	大
	―
	


※サイズの変更等の希望がある場合は、「新規サークルロッカー利用申請書」にて申込みを行ってください。

以上



継続申請期間：　2011年 4月25日（月）　～　2011年 5月 13日（金）


　一斉清掃期間：　2011年 5月13日（金）までに清掃を終えること


                  清掃期間後、ロッカー外に放置しているものは破棄いたします。





申請の際に、現在使用しているサークルロッカーの鍵を持参してください。申請しない場合は


鍵の返却に来てください。


※ サークルロッカーの継続利用を希望する団体は必ず、継続利用申請書を提出してください。申請を行わない団体は、サークルロッカーの利用が出来ません。











